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下関地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約（案） 

 

（名 称） 

第１条 本会の名称は、下関地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会（以

下「協議会」という。）とする。 

 

（設 置） 

第２条 協議会は、水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条の１０に基づく都道府県大規

模氾濫減災協議会として設置する。 

 

（目  的） 

第３条 協議会は、下関市内の県管理河川における局所的な集中豪雨や堤防決壊等による大規模

な浸水被害に備え、下関市、下関地方気象台及び山口県が連携して減災のための目標を共有し、

ハード・ソフト対策を一体的かつ計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的と

する。 

 

（協議会の対象河川） 

第４条 協議会は、木屋川、田部川、神田川、武久川、綾羅木川、友田川、川棚川、粟野川、そ

の他下関市内の県管理河川を対象とする。 

 

（協議会） 

第５条  協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、前項によるもののほか、必要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識経験者

等）に出席を要請し、意見を求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第６条 協議会は第３条の目的を遂行するため、次に掲げる事項を実施する。 

  (1) 現状の水害リスク情報や取組状況の共有 

  (2) 円滑かつ迅速な避難のための取組、的確な水防活動のための取組、氾濫水の排水施設運

用等に関する取組に対して各構成員が取り組む事項を「地域の取組方針」として作成する。 

  (3) 「地域の取組方針」のフォローアップ 

  (4) その他大規模氾濫に対する減災対策に必要な事項 

 

（幹事会） 

第７条 協議会の円滑な運営を行うため、幹事会を設ける。 

２ 幹事会は別表２の職にある者をもって構成する。ただし、必要に応じて幹事を追加すること

ができる。 

３ 幹事会は、前項によるもののほか、必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識経験者

等）に出席を要請し、意見を求めることができる。 

資料１ 



 

 

 

（幹事会の実施事項） 

第８条 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調整

を行うこととし、結果を協議会へ報告する。 

 

（部会の設置） 

第９条 協議会は、第３条の目的を達成するために協議・検討が必要な事項ごとに部会を設置す

ることができる。 

２ 部会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。 

 

（会議の公開） 

第 10条  協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、協

議会に諮り、非公開とすることができる。  

２  幹事会は、原則非公開とする。 

 

（協議会資料等の公表） 

第 11条  協議会に提出された資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表

しないものとする。  

２  協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得

た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第 12条  協議会及び幹事会の事務処理を行うため、山口県土木建築部河川課に事務局を置く。 

２ 事務局は、必要に応じて各構成員の担当者を参集し担当者会議を開催することができる。 

 

（規約の改正） 

第 13条  本規約の改正は、協議会の決議を得なければならない。 

 

（雑則） 

第 14条  この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他の運営に関し必要な事項

については、協議会で定めるものとする。 

 

（附  則） 

本規約は、平成２９年５月１日から施行する。 

一部改正、平成３０年２月１日 

一部改正、令和元年５月２３日 

一部改正、令和３年 月  日 

 



 

 

 

別表－１ 

 

下関地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会委員 

 

（委 員） 下関市長 

      気象庁 福岡管区気象台 下関地方気象台長 

      山口県 総務部 理事（危機管理担当） 

       〃  土木建築部 下関土木建築事務所長 

 

 

  



 

 

 

別表－２ 

 

下関地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会幹事 

 

（幹 事） 下関市 防災危機管理課長 

       〃  福祉政策課長 

       〃  子育て政策課長 

       〃  道路河川管理課長 

       〃  教育政策課長 

      気象庁 福岡管区気象台 下関地方気象台 防災管理官 

      山口県 総務部 防災危機管理課長 

       〃  土木建築部 河川課長 

〃    〃   木屋川ダム管理事務所長 

〃    〃   下関土木建築事務所 次長 

 

 



 

 

下関地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会 

流域治水部会 設置要綱（案） 

 

（設置） 

第１条 「下関地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下、「協議会」

という。）規約第９条の規定に基づき、「流域治水部会」（以下、「部会」という。）を置く。 

 

（目的） 

第２条 近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、あらゆる関係者が

協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するための協議・

情報共有を行うことを目的とする。 

 

（実施事項） 

第３条 部会は、次に掲げる事項を実施し、その結果を協議会、幹事会に報告する。 

(1) 「流域治水」の全体像の共有・検討 

(2) 「流域治水プロジェクト」のとりまとめ 

(3) 「流域治水プロジェクト」に基づく対策の実施状況のフォローアップ 

(4) その他、流域治水に関して必要な事項 

 

（組織構成） 

第４条 部会は、別紙に掲げる部会員をもって構成する。 

２ 部会は、前項によるもののほか、必要に応じて部会員以外の者に意見を求めることができる。 

 

（会議の公開） 

第５条 部会は、原則非公開とし、部会の結果を協議会へ報告することにより、公開と見なす。 

 

（事務局） 

第６条 部会の庶務を行うため、山口県土木建築部河川課に事務局を置く。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項については、部会で定める

ものとする。 

 

（附則） 

本要綱は、令和３年 月 日から施行する。 

 

 

 

 

資料２ 



 

 

別紙 

 

下関地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会 

流域治水部会 

 

（部会員（案）） 

下関市 防災危機管理課 

下関市 道路河川管理課 

下関市 都市計画課 

下関市 下水道整備課 

下関市 農林水産整備課 

下関市 菊川総合支所建設農林課 

下関市 豊田総合支所建設農林課 

 

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター 山口水源林整備事務所 

 

山口県 農林水産部 農村整備課 

山口県 農林水産部 森林整備課 

山口県 農林水産部 下関農林事務所 

山口県 土木建築部 都市計画課 

山口県 土木建築部 砂防課 

山口県 土木建築部 下関土木建築事務所 

 

山口県 土木建築部 河川課 
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下関地域の減災に係る取組方針 
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１ はじめに 

 

平成２７年９月の関東・東北豪雨では、施設の能力を上回る洪水により利根川水系鬼

怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が発生

した。また、これらに住民の避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見ないほどの多

数の孤立者が発生する事態となった。今後、気候変動の影響により、このような施設の

能力を上回る洪水の発生頻度が高まることが懸念される。 

 

こうした背景から、国土交通省では、施設では守り切れない大洪水は必ず発生すると

の考えに立ち、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づき、

全国の直轄河川を対象として、減災に向けたハード、ソフト対策を一体的、総合的、計

画的に進められている。 

 

このような中、国土交通省では、平成２８年８月以降立て続けに東日本を襲った台風

に伴う豪雨災害により、中小河川においても甚大な被害が発生したことを踏まえ、水害

から命を守る「水防災意識社会」の再構築に向けた取組をさらに加速させ、全ての地域

において取組を推進していく必要があるとされた。 

 

さらに本県でも、平成２１年、２２年、２５年、２６年と豪雨による甚大な浸水被害

を受けており、県管理河川においても、水防災意識社会の再構築に向けた取組を推進し

ていく必要がある。 

 

こうしたことから、減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的、総合

的、計画的に推進するため、下関市、下関地方気象台及び山口県からなる「下関地域の

県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会」を設立した。 

 

本協議会では、下関地域において、施設では防ぎきれない大規模水害に対し、「逃げ

遅れゼロ」を目指すべく、「情報伝達、避難等に関する取組」、「効果的な水防活動に向

けた取組」及び「住民等への水害リスク情報の周知、防災学習等に関する取組」を 3本

の柱として、各構成機関が一体的・計画的に取り組む事項について検討を進め、ソフト

対策に係る事項を「下関地域の減災に係る取組方針」（以下「取組方針」）として取りま

とめた。 

 

本協議会は、今後、進捗状況を共有するとともに、必要に応じて取組方針の見直しを

行うなどのフォローアップを行い、水防災意識を高めていくこととした。 

なお、本取組方針は、本協議会規約第 6条に基づき作成したものである。 
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２ 本協議会の構成機関及び委員 

 

本協議会は、下関市、下関地方気象台、山口県で構成（以下「構成機関」という。）

し、委員は以下のとおりである。 

 

（委 員） 下関市長 

      気象庁 福岡管区気象台 下関地方気象台長 

      山口県 総務部 理事（危機管理担当） 

       〃  土木建築部 下関土木建築事務所長 
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３ 下関地域の概要と主な課題 

 

下関市は、本州の最西端、山口県の西部に位置し、海岸部は西に響灘、日本海、南に

周防灘、瀬戸内海を擁し、福岡県北九州市と関門海峡を境にして隣接している。市域の

中央部は、主に山間地域で、山間に広がる盆地や平野部には田園地帯が広がり、市街地

中心部には、商業・業務、医療などの都市機能が集積され、人口が集中している。 

 

また、日本海響灘海岸線に沿って南北には国道 191 号・山陰本線、中央部には国道

491号、北部には国道 435号が通る。瀬戸内海側には、関門海峡に沿って、国道 2号・

国道 9号・山陽本線、並行して中国自動車道・山陽自動車道・山陽新幹線が通り、関門

橋・関門トンネルで本州と九州を結ぶ広域交通網が形成されている。 

 

本地域を流れる河川は、二級河川の木屋川水系木屋川・田部川・貞恒川・埴生口川・

願王寺川・七見川・貴飯川・久野川・出ノ口川・高地川・山瀬川・真菰川・歌野川・江

良川・本浴川・日野川・山本川・山田川・稲見川・丸山川・白根川及び今出川、神田川

水系神田川・員光川及び伊毛川、武久川水系友田川、綾羅木川水系綾羅木川・楠乃川・

砂子多川・勝谷川及び前勝谷川、友田川水系友田川及び横野川、川棚川水系川棚川、粟

野川水系粟野川・滑川・神出川・大田川・杢路子川・開作川・佐野川・一ノ俣川・宇内

川・岩滑川及び呉ヶ畑川、浜田川水系浜田川、新川水系新川、前田川水系前田川、明見

田川水系明見田川、梶栗川水系梶栗川、西田川水系西田川、永田川水系永田川、草場川

水系草場川、黒井川水系黒井川及び厚母川、吉永川水系吉永川及び野田川、二見川水系

二見川、矢玉川水系矢玉川、荒田川水系荒田川、島戸川水系島戸川、沖田川水系沖田川・

立目川及び大音川がある。 

 

本地域における課題としては、平野部に人口・資産が集中しており、台風や大雨など

により、ひとたび洪水や高潮による氾濫が発生した場合、浸水により甚大な被害が発生

する恐れがあり、住民生活に多大な影響をもたらすことが予想される。 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%932%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%932%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%932%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E9%99%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%93
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４ 現在の取組状況及び課題 

 

下関地域における減災対策について、各構成機関で現状を確認し、課題を抽出後、整

理を行った。 

 

情報伝達、避難等に関する取組（1/2） 

項目 各機関の現状 各機関の課題 
整理

番号 

洪水時における河川管理

者からの情報提供等の内

容及びタイミングの設定 

基準水位に達した旨の

情報を発信 

県・市相互の情報共有

が必要 
1 

タイムラインを作成

し、防災行動の可視化・

円滑化を図ることが必要 

2 

避難勧告等の発令基準 

 避難勧告の基準となる

マニュアルを作成・運用 

 

 ホットラインの運用に

より情報を伝達・共有（試

行中、市より助言を求め

られた場合にも対応） 

 想定し得る最大規模の

降雨を前提とした避難勧

告等の判断基準の見直し

及び迅速な情報伝達が必

要 

3 

避難計画など住民等の避

難体制 

 避難所等を指定してお

り、計画降雨を前提とし

たハザードマップにより

周知 

 

 避難所看板の設置 

 想定し得る最大規模の

降雨を前提とした浸水想

定区域図を基にハザード

マップの見直し・公表が

必要 

4 

 ハザードマップの見直

しにあわせ、避難所等の

検討や案内看板等による

周知が必要 

5 

 要配慮者利用施設の避

難対策の検討が必要 
6 

住民等への情報伝達の体

制や方法 

 防災情報システム、防

災メール、ウェブサイト、

報道機関等による情報伝

達を実施 

よりわかりやすい情報

発信や幅広い周知、情報

伝達の迅速化が必要 

 

7 

 ※令和 3年 5月 20日から、避難勧告は廃止され、避難指示に一本化 
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情報伝達、避難等に関する取組（2/2） 

住民等への情報伝達の体

制や方法 

氾濫危険水位等に基づ

く避難勧告等を発令し、

広報車等により周知 

 

機能強化した山口県総

合防災情報ネットワーク

システムを活用し、避難

発令情報や避難所開設等

の各種防災情報を提供 

水害リスクが高い区域

にある要配慮者利用施設

への情報伝達方法の見直

しが必要 

8 

防災・災害情報を発信

する「防災やまぐち」に

ついて、県民の認知度の

向上が必要 
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効果的な水防活動に向けた取組 

項目 各機関の現状 各機関の課題 
整理

番号 

河川水位等に係る情報提

供 

 水防警報等の水位情報

を提供（防災システム、

防災メール等） 

 よりわかりやすい情報

発信や幅広い周知、情報

伝達の迅速化が必要 

10 

河川巡視 

 治水上の影響に応じた

区間に区分し、巡視頻度

等を定め、実施 

 河川巡視の情報提供・

共有を進めることが必要 11 

水防資機材の整備状況 

 水防倉庫等に備蓄  水防活動を円滑に行う

ため、水防資機材の保管

位置や備蓄量の情報共有

が必要 

12 

庁舎等の水害時における

状況 

  水害時においても業務

を継続して行うための検

討が必要 

13 

 

住民等への水害リスク情報の周知、防災学習に関する取組（1/2） 

項目 各機関の現状 各機関の課題 
整理

番号 

リスクの周知 

 水位周知河川におい

て、計画降雨を前提とし

た洪水浸水想定区域・ハ

ザードマップを作成・公

表 

 想定し得る最大規模の

降雨を前提とした洪水浸

水想定区域・ハザードマ

ップの見直し・公表が必

要 

14 

※令和 3年 5月 20日から、避難勧告は廃止され、避難指示に一本化 



6 

 

住民等への水害リスク情報の周知、防災学習に関する取組（2/2） 

リスクの周知 

 

 

 

 

報道機関等を通じた警

報・注意報等の情報伝達

を実施 

 

 

 

 

気象庁ウェブサイトに

よる洪水警報の危険度分

布の提供 

水位周知河川に指定さ

れていない中小河川にお

ける水害リスク情報の把

握・周知についても検討

が必要 

15 

よりわかりやすい情報

発信や幅広い周知、情報

伝達の迅速化が必要 

警報・注意報等の発表

について、精度の向上が

必要 

16 

洪水警報の危険度分布

に利用している流域雨量

指数の理解促進及び危険

度と河川水位の比較検証

が必要 

17 

防災意識の啓発活動 

防災をテーマとした講

演や防災学習を実施 

 また、自主防災組織の

活性化を目的としたアド

バイザー養成研修や県民

を対象とした防災シンポ

ジウムを開催 

 

 防災アドバイザーの派

遣や職員による出前講

座、自主防災組織研修を

実施 

 

 気象台において、教育

機関と連携した防災学習

やワークショップを実施 

水防災意識社会の再構

築に向け、さらなる意識

啓発に向けた取組が必要 

 想定し得る最大規模の

降雨を前提としたハザー

ドマップの公表に当たっ

ては、住民等の的確な避

難行動を促すための取組

が必要 

 

 

 

 

18 

関係機関や教育機関等

が連携した防災学習の一

層の充実が必要 

19 
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５ 減災のための目標 

 

○ ５年間で達成すべき減災目標 

県政の運営方針である『元気創出やまぐち！未来開拓チャレンジプラン』※に掲

げた、「災害に強い県づくり推進プロジェクト」を実行するとともに、河川整備計

画等に位置づけた河川整備を着実に推進し事業効果の早期発現を図りつつ、施設

では防ぎきれない大規模水害に対し、下関市、下関地方気象台及び山口県が連携

して県管理河川の河川特性を踏まえたソフト対策に取り組み、「逃げ遅れゼロ」を

目指す。 

※現在は、新たな県政運営の指針として『やまぐち維新プラン』を策定済 

 

○ 目標達成に向けた３本柱の取組 

１ 情報伝達、避難等に関する取組 

２ 効果的な水防活動に向けた取組 

３ 住民等への水害リスク情報の周知、防災学習等に関する取組 

 

○ 目標を達成するための取組項目 

１ 情報伝達、避難等に関する取組 

（１） 洪水時における河川管理者からの情報提供等の内容及びタイミングの

設定 

（２） 避難勧告等の発令判断を担う責任者（市長、危機管理監等）と土木建築

事務所長が直接情報を伝達、共有する体制の構築（ホットライン） 

（３） 想定し得る最大規模の降雨を前提とした洪水浸水想定区域の指定、周知 

（４） 水位周知河川に指定していない中小河川における水害リスク情報（過去

の水害と流域内雨量の整理等）の充実 

 

 

２ 効果的な水防活動に向けた取組 

（１） 水防資機材の情報共有及び相互支援方法の確認 

（２） 洪水に対しリスクが高い区間（各河川の重要水防箇所等）の情報共有 

（３） 庁舎等の浸水に備えた業務継続計画の検討 

 

３ 住民等への水害リスク情報の周知、防災学習等に関する取組 

（１） 要配慮者利用施設の管理者に対する説明等 

（２） 出前講座等を活用した河川防災情報の周知 

（３） 住民等の的確な避難行動を促すための河川防災情報の周知方法の検討 

※令和 3年 5月 20日から、避難勧告は廃止され、避難指示に一本化 
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６ おおむね 5年で実施する取組 

 

施設では防ぎきれない大規模水害に対し、「逃げ遅れゼロ」を目的に、各構成機関の

取組項目・目標時期については、以下のとおりである。 

 

情報伝達、避難等に関する取組 

項目 対応 
整理番号

への対応 

目標

年度 
取組主体 

洪水時における河川管理

者からの情報提供等の内

容及びタイミングの設定 

タイムラインの作成に

より、防災活動の可視化・

円滑化を図る。 

1,2,7 30～ 全体 

避難勧告等の発令判断を

担う責任者（市長、危機管

理監等）と土木建築事務所

長が直接情報を伝達、共有

する体制（ホットライン）

の構築 

 ホットラインの本格運

用により、情報伝達、情報

共有の強化を図る。 
3 30 県、市 

想定し得る最大規模の降

雨を前提とした洪水浸水

想定区域の指定、周知と避

難対策の強化 

 想定し得る最大規模の

降雨を前提とした洪水浸

水想定区域・ハザードマッ

プの見直し・公表を行うと

ともに、避難対策の強化を

図る。 

3,4,5,6, 

8,14 
30～ 県、市 

水位周知河川に指定して

いない河川における水害

リスク情報（過去の水害と

流域内雨量の整理等）の充

実 

 過去の水害履歴等の把

握に努めるとともに、把握

した水害リスク情報の周

知を行う。 

15 30～ 

県、市 

 

効果的な水防活動に向けた取組（1/2） 

項目 対応 
整理番号

への対応 

目標

年度 
取組主体 

水防資機材の情報共有及

び相互支援方法の確認 

水防倉庫の位置の周知

や備蓄量等の情報共有に

より、水防活動の円滑化を

図る。 

12 30 県、市 

※令和 3年 5月 20日から、避難勧告は廃止され、避難指示に一本化 
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効果的な水防活動に向けた取組（2/2） 

洪水に対しリスクが高い

区間（各河川の重要水防箇

所等）の情報共有 

河川巡視や重要水防箇

所の情報共有により、水防

活動の円滑化を図る。 

11 30 県、市 

庁舎等の浸水に備えた業

務継続計画の検討 

庁舎等の浸水に備えた

業務継続計画を検討する。 
13 31～ 県、市 

 

住民等への水害リスク情報の周知、防災学習等に関する取組 

項目 対応 
整理番号

への対応 

目標

年度 
取組主体 

要配慮者利用施設の管理

者に対する説明等 

 管理者への水害リスク

情報の周知に努め、水防法

改正に伴う義務的な対応

について指導する。 

6,8 30～ 県、市 

出前講座等を活用した河

川防災情報の周知 

 関係機関、教育機関と連

携し、広報活動の推進を図

る。 

18,19 30～ 全体 

住民等の的確な避難行動

を促すための河川防災情

報の周知方法の検討 

 関係機関、報道機関等と

連携し、わかりやすく精度

の高い情報の発信や伝達

の迅速化を図る。 

9,10,16, 

17 
30～ 全体 
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７ フォローアップ 

 

原則、本協議会を出水期前に開催することで、取組の進捗状況を確認し、必要に応

じて取組方針の見直しや取組内容の改善など、継続的なフォローアップを行うことと

する。 



下関地域の県管理河川における大規模氾濫に関する
減災対策協議会

資料４
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■ 規約改正

■ 「流域治水」への転換

■ 二級水系における「流域治水プロジェクト」の策定

■ 簡易型水位計・簡易型河川監視カメラの導入

■ 治水協定の締結

■ 避難確保計画の作成

■ ハザードマップの利活用

■ 防災教育の促進

■ 取組方針のフォローアップ

目次
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 「流域治水」の取組に係る協議・検討を進めるにあたって、「部会」を設置できるものとする

 流域治水プロジェクトの策定や実施状況の確認等の具体的な協議の場として、「流域治水
部会」の設置要綱を新たに定める

（新） （旧）

第１条～第８条 略

（部会の設置）
第９条 協議会は、第３条の目的を達成す
るために協議・検討が必要な事項ごとに部
会を設置することができる。
２ 部会の組織、運営その他必要な事項は、
別に定める。

（会議の公開）
第10条 略

第１条～第８条 略

新設

（会議の公開）
第9条 略

● 規約の一部改正新旧対照表（案）

規約の改正

◆ 改正の概要
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（新） （旧）

（協議会資料等の公表）
第11条 略

（事務局）
第12条 略

（規約の改正）
第13条 略

（雑則）
第14条 略

（協議会資料等の公表）
第10条 略

（事務局）
第11条 略

（規約の改正）
第12条 略

（雑則）
第13条 略

流域治水部会 設置要綱 新設

規約の改正
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気候変動を踏まえた水災害対策のあ
り方について～あらゆる関係者が流域
全体で行う持続可能な「流域治水」へ
の転換～答申概要資料（R２．7）

「流域治水」への転換
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「流域治水」への転換
気候変動を踏まえた水災害対策のあ
り方について～あらゆる関係者が流域
全体で行う持続可能な「流域治水」へ
の転換～答申概要資料（R２．7）
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「流域治水」への転換
気候変動を踏まえた水災害対策のあ
り方について～あらゆる関係者が流域
全体で行う持続可能な「流域治水」へ
の転換～答申概要資料（R２．7）
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 気候変動による水害リスクの増大に備え、河川管理者等がこれまで実施してきたハード・ソフ
ト対策に加えて、河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、水害を軽減させる取組（流域治
水）の具体的な対策をとりまとめたもの

県の管理する二級水系についても、「流域治水プロジェクト」の策定を進める

二級水系における「流域治水プロジェクト」の策定

◆ 流域治水プロジェクトの概要

全国すべての一級水系などにて、国が策定・公表（R3.3.30）

（佐波川の事例）
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 山口県では、多数の水系を取り扱うことや、構成員となる市町の負担軽減等の観点か
ら、新たに協議会は設けず、既に設置されている「減災対策協議会」の枠組みを活用

 各協議会に「流域治水部会」を設置

◆ 山口県での進め方について

二級水系における「流域治水プロジェクト」の策定

• 農林水産省中国四国農政局
• 農林水産省林野庁近畿中国森林管理局
• 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター
• 山口県農林水産部農村整備課
• 山口県農林水産部森林整備課
• 山口県土木建築部都市計画課
• 山口県土木建築部砂防課
• 各市町の関係部署

＜部会の構成＞

◆ 流域治水部会の設置について

 下記の機関等による「流域治水部会」を各協議会に設置し、関係者間で連携し、ハー
ド・ソフト一体となった事前防災対策を加速化

 対策の更なる充実や協働体制の強化を図る
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※ 赤字の水系は、複数市町で重複する水系

二級水系における「流域治水プロジェクト」の策定

◆ 今年度の策定対象

 河川整備計画に基づき、現在、河川改修事業を実施している水系

地域

岩国 錦川 島田川 平田川

柳井 土穂石川 島田川 田布施川

田布施 田布施川

平生 大内川 田布施川

周南 錦川 島田川 夜市川 西光寺川

下松 切戸川 玉鶴川

光 島田川 田布施川

山口 椹野川 阿武川 南若川

防府 馬刀川

宇部 厚東川 有帆川 江頭川

山陽小野田 厚狭川 有帆川 前場川

美祢 厚狭川 有帆川 厚東川 木屋川

下関 木屋川 神田川 友田川

長門 三隅川 木屋川 深川川

萩 阿武川 田万川 須佐川

対象水系（案）
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過去の浸水被害や社会福祉施設、学校等
の要配慮者利用施設の立地場所等を総合
的に勘案し選定

【第４回協議会】

＜設置箇所＞【第５回協議会】

【第３回協議会】 簡易型水位計の導入についての研究に着手

的確な情報伝達と住民避難につなげるため、
導入する際の水位情報の提供方法を協議

導入に向け、県内の8地域12か所において先行設置、一部で試験観測を開始

設置箇所について、担当者会議や意見照会等により、機動的に協議・調整

＜提供方法＞

通常水位計の情報を提供する「山口県土木
防災情報システム」で一括管理・表示すること
を基本とする

簡易型水位計・簡易型河川監視カメラの導入
◆ 簡易型水位計の導入経緯

河川監視体制の強化を図るため、簡易型水
位計の本格整備に着手
※県内で合計47基を整備

令和3年出水期から運用開始予定※今回
※システム改修等を伴うことから、変更となる場合がある。
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簡易型水位計・簡易型河川監視カメラの導入
◆ 簡易型水位計の概要

 洪水時の水位観測に特化した低コストな水位計

 これまで水位計の無かった河川や地先レベルでのきめ細やかな水位把握が必要な河川
への水位計の普及を促進し、水位観測網を充実

氾濫危険水位相当
（８割で設定）

氾濫注意水位相当
（５割で設定）

水防団待機水位相当
（２割で設定）

住民による自主避難の際の判断材料の１つと
して活用いただく目安として、現況の河川断面
に対して、２割、５割、８割で水位を設定

設定した水位の超過は、色で判別可能

観測開始水位

観測開始水位を超過後、
10分毎に水位データを表示

危険度を分かりやすく伝えるため、３段階の水位
を設定していますが、あくまで目安です。設定水位
については、出水時の状況等を踏まえ、必要に応
じて見直しを行います。

氾濫危険水位相当 （ｍ）

氾濫注意水位相当 （ｍ）

水防団待機水位相当 （ｍ）
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的確な情報伝達と住民避難につなげるため、簡易型水位計と併せ、
簡易型河川監視カメラの導入についての研究に着手

洪水予報河川や水位周知河川など、洪水により相当な浸水被害が予想される河川から選定

【第４回協議会】

＜設置箇所＞

【第５回協議会】

＜提供方法＞

【効果】 カメラ画像を水位情報と併せて市町や住民に提供することにより、洪水時の監視
体制の強化を図り、住民の防災行動に役立てることが期待できる。

担当者会議や意見照会等により、機動的に研究を進め、導入方針案を作成

簡易型水位計・簡易型河川監視カメラの導入
◆ 簡易型河川監視カメラの導入経緯

「山口県土木防災情報システム」により、水位情報と併せて提供することを基本とする

令和3年出水期から運用開始予定※今回
※システム改修等を伴うことから、変更となる場合がある。

河川監視体制の強化を図るため、簡易型河川監視カメラの本格整備に着手
※県内で合計24基を整備
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簡易型水位計・簡易型河川監視カメラの導入
◆ 簡易型河川監視カメラの概要

 静止画の撮影に特化し、ズームや首振り機能を削減した低コストなカメラ

 洪水時に河川の状況を把握し、住民の避難行動を促すリアリティのある画像をリアルタイ
ムに提供

10分毎の状況の変化を確認可能

水位情報と併せて確認可能
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簡易型水位計・簡易型河川監視カメラの導入

市町 箇所数 河川名 水位局地点

錦川 臥龍橋・錦橋・南桑・出合

島田川 米川

和木町 1 瀬田川 -

柳井市 1 土穂石川 新庄

田布施町 1 灸川 灸川橋

平生町 1 大内川 大内川

周防大島町 1 屋代川 屋代橋

周南市 1 島田川 土手

下松市 1 切戸川 桜大橋

光市 1 島田川 島田

防府市 1 柳川 柳川

椹野川 朝田

仁保川 御堀橋

宇部市 2 厚東川 持世寺・末信橋

山陽小野田市 1 厚狭川 厚狭大橋

美祢市 1 厚狭川 美祢大橋

下関市 1 木屋川 上大野

長門市 1 深川川 湯本

萩市 1 阿武川 中津江

阿武町 1 郷川 新八幡橋

合計 24

5岩国市

山口市 2

◆ 簡易型水位計・簡易型河川監視カメラの設置箇所 ※R3.6時点

市町 箇所数

麻里布川 御庄川 通津川 末石川 川上川

室岡川 笹見川 根笠川 水無川 保木川

和木町 2 関ケ浜川 瀬田川

柳井市 1 片野川

田布施町 1 新堀川

平生町 1 大井川

周防大島町 2 山根川 立田川

周南市 3 錦川 島田川 的場川

下松市 1 切戸川

光市 3 島田川 西の河原川 光井川

防府市 3 河内川 剣川 新川

山口市 4 仁保川 問田川 四十八瀬川 谷川

宇部市 3 厚東川 沢波川 梅田川

山陽小野田市 3 桜川 大正川 前場川

美祢市 4 伊佐川 稲川 日野川 麦川川

下関市 1 浜田川

長門市 2 堀江川 浅田川

萩市 1 佐々並川

阿武町 2  大井川 宇田川

合計 47

岩国市 10

河川名

 簡易型水位計  簡易型河川監視カメラ
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簡易型水位計・簡易型河川監視カメラの導入

 簡易型水位計・簡易型河川監視カメラの情報については、通常水位計や雨量等の情
報を提供する「山口県土木防災情報システム」で一括管理・表示

 新たな情報の提供に対応するため、システムの機能を一部改修

◆ 土木防災情報システムの改修

ＧＩＳ化 拡大

従来

簡易型水位計

簡易型河川監視カメラ

「詳細マップ」については、今回のシステム
改修に併せてＧＩＳ化を実施
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◆ スケジュール

※ システム改修等を伴うことから、変更となる場合がある。
※ 今後の導入箇所の拡大については、運用状況を確認しつつ、必要性等を整理しながら、適宜協議を行っていく。

簡易型水位計・簡易型河川監視カメラの導入

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

試験整備

本格整備

簡易型水位計

簡易型河川監視カメラ

令和元年度 令和２年度 令和３年度

土木防災情報システム

設置

試験観測

設置

試験観測

一般公開

試験

運用

運用開始

運用開始

システム改修

（カメラ）
システム改修

（水位計）

一般公開

設置

試験

運用

試験

運用

詳細マップ

GIS化
運用開始

一般公開
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治水協定の締結

◆ 県内の治水協定の締結状況

◆ 治水協定について

 令和元年12月に国が示した「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」に基

づき、緊急時においてダムの洪水調節容量を拡大する「事前放流」※の実施が可能とな

るよう、河川管理者がダム管理者及び関係利水者の理解を得て、水系ごとに締結

※既設ダムを有効活用するため、関係利水者と調整を図った上で、利水容量の一部を洪水発生前に放流し、洪水調節容量
を増加させるもの

（令和２年８月末まで）
錦川、末武川、富田川、厚東川、木屋川、阿武川

柳井川、島田川、椹野川、厚狭川、川棚川、掛淵川、三隅川、大井川、大谷川

一級水系

小瀬川、佐波川

二級水系

（令和２年５月末まで）

（令和３年３月末まで）

【完了】

【完了】

 ダムがある一級水系、二級水系については、令和２年度末で、治水協定の締結を完了

※県以外の関係者がいない３水系（屋代川、真締川、有帆川）については治水協定の必要はなく、事前放流の実施方針等を
定めた上で、県管理ダムの事前放流を実施
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学校
医療
福祉施設

避難確保計画の作成
◆ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成率向上に向けて

 国は、『「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画』において、令和３年度末ま
でに、全ての要配慮者利用施設が避難確保計画を作成することを目標に掲げている

 目標を達成するためには、今まで以上に各関係者が連携して、対象施設への点検・啓発
を強化することが重要

県

教育
部局

福祉
部局

土木
部局

防災
部局

市町

要配慮者
利用施設

立入監査時等に計画作成・
訓練実施の点検

教育
部局

福祉
部局

防災
部局

土木
部局

（施設への働きかけ体制のイメージ図）

相互連携

相互連携

協議会の枠組み

※市町の各部局は、協議会への
参加のほか、防災部局からの
情報提供など、地域の実情に
応じた方法により連携

取組状況等の共有・連携

水防法、土砂法に基づく
「避難確保計画」の作成
指示
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◆ ハザードマップの周知・活用の重要性について

国、県が作成した
浸水想定区域図

ハザードマップの
作成

ハザードマップの
公表・周知

ハザードマップの理解度向上
のための利活用の取組

適
宜
見
直
し

 水害ハザードマップを水害時の住民等の避難に有効に活用するには、作成・配布するだ
けでなく、作成した内容を様々な機会を通じて継続的に周知するとともに、ワークショッ
プ、避難訓練、防災教育等での活用を徹底して行うなど、水害ハザードマップの理解の
促進に努めることが重要である。 【水害ハザードマップ作成の手引き】より

 説明会、ワークショップ、出前講座の実施

 避難訓練、情報伝達訓練等での活用

 防災教育の推進

 住民等が自ら手を動かす取組の推進

・水害ハザードマップに自ら記載する欄を設ける

・自治会単位でのハザードマップの作成

・マイ防災マップの作成

・災害・避難カードの作成

 まるごとまちごとハザードマップ

水害ハザードマップの利活用

令和２年度末で、県内の対象河川は、全て完了。（６７河川）

ハザードマップの利活用
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◆ ＡＲ機器を活用した防災体験学習講座

 子供たちに災害の恐ろしさや事前の備え、とるべき対応について理解と関心を促し、家庭
等での備えにつなげるため、AR（拡張現実）機器による浸水体験を中心とした防災体験
学習講座を、令和２年度、県内の一部の小学校で実施

防災教育の促進
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取組方針のフォローアップ

◆ 取組方針の進捗確認

 毎年開催する協議会で進捗状況を確認、必要に応じて取組方針の見直しや取組内容
の改善など、継続的なフォローアップを行う。

現状の水害リスク
情報や取組状況
の共有

取組方針の
作成・見直し

フォローアップ
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取組方針のフォローアップ

◆ ５年間（平成29年度～令和3年度）で達成すべき目標

河川整備計画等に位置づけた河川整備を着実に推進し事業効果の早期発現を図りつ

つ、施設では防ぎきれない大規模水害に対し、下関市、下関地方気象台及び山口県が

連携して県管理河川の河川特性を踏まえたソフト対策に取り組み、「逃げ遅れゼロ」を

目指す。

※ 大規模水害・・・・・想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害
※ 逃げ遅れ・・・・・・・立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態

◆上記目標の達成に向けた３本柱の取組

１．情報伝達、避難等に関する取組

２．効果的な水防活動に向けた取組

３．住民等への水害リスク情報の周知、防災学習等に関する取組
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取組方針のフォローアップ

情報伝達、避難等に関する取組

項目 対応 具体的な対応（案）

洪水時における河川管理者から
の情報提供等の内容及びタイミ
ングの設定

タイムラインの作成により、防災活動の
可視化・円滑化を図る。

水害対応タイムラインの作成
H30：素案作成
H31:試行運用
Ｒ２：本格運用

避難勧告等の発令判断を担う責
任者（市長、危機管理監等）と土
木建築事務所長が直接情報を
伝達、共有する体制（ホットライ
ン）の構築

ホットラインの本格運用により、情報伝達、
情報共有の強化を図る。

ホットラインの本格運用、実績等を踏まえた
フォローアップにより、必要に応じ運用方法を
見直し

H29:試行運用
H30：本格運用

想定し得る最大規模の降雨を前
提とした洪水浸水想定区域の指
定、周知と避難対策の強化

想定し得る最大規模の降雨を前提とし
た洪水浸水想定区域・ハザードマップの見
直し・公表を行うとともに、避難対策の強
化を図る。

洪水浸水想定区域図の見直し、公表【完】
ハザードマップの見直し、公表

避難対策の強化・見直し

水位周知河川に指定していない
中小河川における水害リスク情報
（過去の水害と流域内雨量の整
理等）の充実

過去の水害履歴等の把握に努めるとと
もに、把握した水害リスク情報の周知を行
う。

水害履歴の調査・整理を行い、公表
H30:県による調査の実施
→市への提供

※令和3年5月20日から、避難勧告は廃止され、避難指示に一本化
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取組方針のフォローアップ

効果的な水防活動に向けた取組

項目 対応 具体的な対応（案）

水防資機材の情報共有及び相
互支援方法の確認

水防倉庫の位置の周知や備蓄量等
の情報共有により、水防活動の円滑
化を図る。

管内図等に水防倉庫の位置やその備蓄量を
記載し、市・県の水防担当部署で共有

洪水に対しリスクが高い区間（各
河川の重要水防箇所等）の情報
共有

河川巡視や重要水防箇所の情報
共有により、水防活動の円滑化を図る。

河川巡視の情報を市・県の水防担当部署で
共有し、必要に応じリスク情報を周知

庁舎等の浸水に備えた業務継続
計画の検討

庁舎等の浸水に備えた業務継続計
画を検討する。

洪水浸水想定区域・ハザードマップの見直し
に合わせ、必要に応じ検討
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取組方針のフォローアップ

住民等への水害リスク情報の周知、防災学習等に関する取組

項目 対応 具体的な対応（案）

要配慮者利用施設の管理者に
対する説明等

管理者への水害リスク情報の周知
に努め、水防法改正に伴う義務的な
対応について支援する。

該当施設に対し、水害リスクを周知するととも
に、避難計画策定等の義務化に伴う対応につ
いて助言・指導

出前講座等を活用した河川防災
情報の周知

関係機関、教育機関と連携し、広報
活動の推進を図る。

各機関連携のもと計画的に実施
気象防災ワークショップを開催
小学校での防災体験学習講座（ARによる

浸水体験等）の実施

住民等の的確な避難行動を促す
ための河川防災情報の周知方法
の検討

関係機関、報道機関等と連携し、わ
かりやすく精度の高い情報の発信や
伝達の迅速化を図る。

ホットライン等の運用により、情報伝達を迅速
かつ正確・確実に行うなど、適正な情報発信を
行う。

見直し後の洪水浸水想定区域・ハザードマッ
プの公表にあたっては、住民等の的確な避難
行動を促すための説明等を行う。

簡易型水位計、簡易型河川監視カメラ導入



下関地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会（第 5回） 

（書面開催） 

 

【委員】 

下関市長、下関地方気象台長、山口県総務部理事、山口県下関土木建築事務所長 

 

 

【審議事項】 

・ホットラインの運用について 

→引き続き的確な情報提供等を行う。 

・水害対応タイムラインについて 

→本格運用へ移行する。 

・排水ポンプ場の情報公開について 

→順次対象の拡大を図ることとする。 

・簡易型水位計、簡易型河川監視カメラの導入について 

→簡易型水位計、簡易型河川監視カメラを導入することとし、令和 3年度出水期か

らの一般公開を予定。下関地域の導入予定河川は以下のとおり。 

簡易型水位計：浜田川 

    簡易型河川監視カメラ：木屋川（上大野） 

・洪水浸水想定区域図について 

→県内全ての洪水予報河川・水位周知河川において、令和 2年度末までに想定最大

規模降雨による洪水浸水想定区域の指定・公表を完了予定。 

・気象台ワークショップについて 

→今後、定期的に開催し、防災対応力の向上を図る。 

・取組方針のフォローアップについて 

→引き続き目標の達成に向けて取組みを進め、必要に応じてフォローアップを図る。 

 

 

【主な意見】 

・減災対策協議会の各種取組事項について、了承する。（下関市長、下関地方気象台長、

山口県総務部理事、山口県下関土木建築事務所長） 

 

 

 

 

 

資料５ 


